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。 「広報こさか」は、毎月10日の発行日に自治会に届けているため、皆さんのお手元に届くまでに若干の日数を要すること

があります。ご迷惑をおかけしますが、ご了承くださるようお願いいたします。
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■編集・発行／小坂町役場総務課（〒017－0292  秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41番地1　■TEL 0186-29-3901　■FAX 0186-29-5481）
■町のホームページ　https://www.town.kosaka.akita.jp/　■Ｅメール　koho-kosaka@town.kosaka.akita.jp

　鹿角市十和田高原地区（大平地区）において、令和６年５月18
日にツキノワグマによる複数の人身事故が発生したことをうけ、
鹿角市では令和７年度も当該地域への入山を禁止しています。
　ツキノワグマの行動範囲が広いことから、当町としても隣接
している左図の樹海ライン（県道２号）東側を５月１日から６月
30日まで入山禁止とします。
　町民の皆さまにおかれましては、状況をご理解いただき当該
地区への入山をしないようにご協力をお願いします。

　入山禁止に伴い、小坂町普通共用林野運営連絡協議会では今年度は入林証を発行しないことにし
ました。
　入山禁止区域以外に入山する場合の安全確保はご自身で行うようにしてください。なお、１番ゲー
ト（白地林道入口）については、道路の安全性が確保できないため、閉鎖いたします。
問い合わせ先：小坂町普通共用林野運営連絡協議会（観光産業課農林班）

　ツキノワグマ被害防止について講習会を開催します。
　参加費無料・事前申込不要ですので、ぜひご参加ください。
日　　　時：５月22日（木）18時～
会　　　場：小坂町交流センターセパーム　２階　多目的ホール
講師・内容：小坂町猟友会会長　上田　誠一　氏　「ツキノワグマの被害防止について」
問い合わせ先：小坂町鳥獣被害防止対策協議会（観光産業課農林班）

入林証の交付について

■お問い合わせ先　観光産業課農林班（TEL29ー3912）

　解体工事業の株式会社現代（小笠原健一社長）
が４月21日の朝、除排雪の雪捨て場でクリーン
アップを行いました。地域貢献活動の一環で社
員約25名が参加する毎年4月の恒例作業です。川
通りのレストラン青銅館向かいと、さくらんぼ
団地南側にある小坂川堤防の２箇所で、除排雪
に混じって運ばれてきたゴミを拾い集めました。
雪解けにあわせて増えるゴミは川から海へと広
がります。河川の上流に暮らす私たちからきれ
いな川を維持しましょう。


